
   国立大学法人愛媛大学情報公開・個人情報保護委員会規程 

 
                                                    平成１６年 ４月 １日 
                                                    規  則  第 １ １ 号 
 
（設置） 

第１条 国立大学法人愛媛大学(以下「法人」という。)に、国立大学法人愛媛大学情報公

開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。 
（審議事項） 

第２条 委員会は、法人の情報公開の円滑な実施のため、及び法人の保有する個人情報及

び特定個人情報（以下「個人情報等」という。）の適切な管理を図り、個人の権利利益

を保護するため、次の各号に掲げる事項を審議し、学長に報告する。 
(1) 情報公開及び個人情報等の保護に係る諸規則等の制定及び改廃に関すること。 
(2) 情報公開及び個人情報等の保護の実施体制及び管理に関すること。 
(3) 情報公開に係る法人文書の開示・不開示に関すること。 
(4) 個人情報等に係る法人文書の開示・不開示、訂正及び利用停止に関すること。 
(5) 情報公開に係る開示実施手数料の減額又は免除に関すること。 
(6) 情報公開及び個人情報等の保護に係る審査請求に関すること。 
(7) 情報公開及び個人情報等の保護に係る訴訟に関すること。 
(8) 情報公開及び個人情報等の保護に係る法人文書の管理に関すること。 
(9) 個人情報等の保護に係る非識別加工情報の提供等に関すること。 
(10) その他情報公開の円滑な実施及び個人情報等に係る重要事項に関すること。 
（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
  (1) 学長が指名する理事又は副学長 １人 
(2) 学長が指名する理事、副学長又は学長特別補佐 １人 

(3) 学長が指名する事務職員 １人 

２ 前項に掲げる委員のほか、必要に応じて該当事項に関する専門的知識を有する者をそ

の都度委員に加えるものとし、学長が指名する。 
 （委員長） 
第４条 委員会に委員長を置き、第３条第１号の委員をもって充てる。 
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 
３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。 
（監事の出席） 

第５条 監事は、委員会に出席し、意見を述べることができる。 
（委員以外の者の出席） 

第６条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見

を聴くことができる。 
（事務） 

第７条 委員会の事務は、総務部において処理する。 
（雑則） 



第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定め

る。 
 

附 則 
この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

      附 則 
この規程は、平成１８年３月８日から施行し、平成１８年３月１日から適用する。 

   附 則 
この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 
この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 
この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 
この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 
この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 
この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 
この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
  附 則 
この規程は、平成２９年９月２０日から施行する。 
  附 則 
この規程は、平成３０年２月２８日から施行する。 


